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インフルエンザの
感染拡大を防ぐために

新型インフルエンザ等から高齢者を守る方法を学ぶ

高齢者介護施設などで
働くあなたへ

新型インフルエンザ等
最新情報＆問い合わせ先

厚生労働省　感染症相談窓口

03-5299-3306
受付時間：午前9時～午後5時／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）

※インフルエンザ・性感染症・その他感染症全般についてお問合せを受け付けております。
行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html

インフルエンザQ&A
（厚生労働省）

インフルエンザQ&A
（国立感染症研究所感染症情報センター）

http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/fluQA/index.html

インフルエンザ流行レベルマップ
（国立感染症研究所感染症情報センター）

https://nesid3g.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.html

平成25年 2月

企画・発行　厚生労働省 健康局 結核感染症課
　　　　　　〒100
　　　　　　TEL 03 5253 1111
制　　　作　株式会社 電通
監　　　修　和田 耕治 （北里大学医学部 公衆衛生学准教授）
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3

くしゃみや会話などで口から飛び出した水滴（飛沫）は、
半径何mの範囲に飛ぶでしょうか？

Q1
答えは…

高齢者介護施設で感染の危険性が高くなる時期

重症になりやすい人

65歳以上の方、持病のある方
●65歳以上の方は、重症になる危険性が高くなる
　また、呼吸器や心臓などに持病のある人は、肺炎を引き起こし死に至ることも珍し
くないため、高齢者介護施設では、より充実したインフルエンザ対策が必要となる

地域でインフルエンザが流行している時期
●職員や訪問者が施設外で感染し、施設にインフルエンザウイルスを持ち込む
可能性があるため、地域での流行状況を確認する

CHECK !CHECK !

11チャプターチャプター

感染経路

飛沫感染と接触感染
●飛沫感染
感染した人から咳やくしゃみ、会話などでイ
ンフルエンザウイルスを含んだ飛沫が飛び
散りそれを健康な人が口や鼻から吸い込む
ことによってウイルスが体内に入り込み体内
で増殖することによって発症すること

●接触感染
感染した人の咳、くしゃみ、鼻水などが付い
た手でドアノブやスイッチ、手すりなどに触
れ、その後同じ箇所に別の人が触れること
で間接的にウイルスに感染すること

接触感染予防のためには、「こまめな手洗い」が大切！

※水で手洗いができない場所では、アルコールを含んだ
　手指消毒薬を使用するのもよい

インフルエンザ流行レベルマップ（国立感染症研究所感染症情報センター）
https://nesid3g.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.html

イ ン フ ル エ ン ザ

［正しい手指の洗い方］
①石けんを泡立てながら、手のひらを洗う
②手の甲　　③指の間　　④親指のまわり
⑤指先と爪　⑥手首　の順で、
15秒以上かけて洗う
洗ったあとは、ペーパータオルで拭き取り、
ペーパータオルはすみやかに捨てる

口や鼻から入ったインフルエンザウイルスが、のどの粘膜などで
増殖することで起こる急性の呼吸器感染症のこと

2

インフルエンザとは？

新型インフルエンザとは？

インフルエンザ対策の基礎

●日本の季節性インフルエンザは、12月～3月に流行することが多く、毎年、子ども
から高齢者まで約1000万人という多くの人が発症している

ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫を持たない
●これまで流行していたタイプのインフルエンザとは異なり、ほとんどの人がその
ウイルスに対する免疫を持たないため、世界中で大規模なまん延を引き起こし、
私たちの生活まで脅かす恐れがある

●急な発熱、のどの痛み、頭痛や体のだるさ、関節の痛みなど全身症状が特徴

●感染しても症状が軽度、または出ないこともあり、高齢者の場合には微熱や
呼吸器症状、元気がなくなるといった症状のみの場合も少なくない

　→対応が遅れることで、感染が拡大することがあるため、
　　小さな変化に気づくための普段からの細かい観察がとても大切

●新型インフルエンザウイルスに感染した場合の症状の程度は、現段階では
不明な点が多い。しかし、季節性インフルエンザと同様、発熱や全身症状が想
定される。季節性インフルエンザよりも重症化する可能性も考えられる

症状の特徴と注意点

CHECK !CHECK !

11チャプターチャプター

症　状
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施設外からインフルエンザウイルスを持ち込ませないことが重要

インフルエンザにかかった高齢者がいた場合

5

面会者や利用者など訪問者への対応

●施設に入る前に、手洗いや、手指の消毒をお願いする
●咳やくしゃみをしている人にはマスクをしてもらい、感染が疑われる人や感染し
た人には訪問を控えてもらう
●施設の入り口、外来など目に触れやすいところにインフルエンザに関するポス
ターを掲示するなどして、職員ならびに高齢者、訪問者に周知徹底

日常行うべき感染対策

施設内の衛生管理

●テーブルや手すり、ドアノブなど人が頻繁に触る部分はこまめに拭く
●床は定期的に清掃し、使用した雑巾やモップは十分洗浄、乾燥させる
●床に、体液など目に見える汚れがあるときには手袋を着用して拭いたあと、乾
燥させる
●手洗い場では、肘押し式や、センサー式、足踏み式蛇口等を設け、使い捨ての
ペーパータオルを設置する

感染対策に向けた介護と処置

●高齢者の状態を日ごろから観察し、異常の兆候の早期発見に努める
●食事・排泄の介助や痰の吸引などの処置の際に感染が多いことに注意し、
使い捨てのマスク、手袋、エプロン、ガウンなどを十分常備しておく

【介護職員が入所者の健康状態の異常を発見したら…】
すぐに看護職員や医師に知らせ、受診させるかさせないか等の判断は、施設で決められた方針に
基づいて決定。高齢者に受診が必要と判断した場合は、すみやかに医師に連絡し、必要な指示を仰
き、必要に応じて、医療機関で受診させましょう

CHECK !CHECK !

チャプターチャプター22

●可能な限り個室に移す
　・感染者本人を個室に移動させる
　・同室者を他の部屋に移動させて感染者の居室を個室状態にする
　・感染者が複数いる場合は、感染拡大を防ぐために、感染者を同一の部屋に移動させる　など

4

自らが感染源にならないために

職員が気をつけるべきこと

●職員が感染してしまった場合、施設にインフルエンザウイルスを持ち込むこと
になる

●自身に発熱などを認めた場合は、直ちに職場と相談し、マスクをつけた上で、
念入りに手洗いをして高齢者との接触は避ける
　すみやかに帰宅し、必要に応じて医療機関で診察を受ける

●インフルエンザの症状が重くなることを防ぐためには、流行前に行うワクチン接種
も有効

●インフルエンザと診断された場合は、出勤は避け、医師の助言も参考にして職場
で決められた日数を休んでから、出勤する

●施設では感染した場合の方針をきちんと決め、急な休みの職員が出ても対応
できるような体制を作っておくことが必要

●施設ごとに幅広い職種で構成された感染対策委員会を組織する
　基本的に定期開催し、感染症が発生しやすい時期や感染症流行の疑いがある
場合は随時開催することが必要

●感染対策委員会では、感染対策を考え、方針などを作成する
　新型インフルエンザが発生した際にも、すべての職員がただちに行動できる
よう、委員会で決めた対策を、普段から職員にも理解してもらうことが重要
　また、すべての職員は、定期的に十分な教育・研修を受けることが必要

施設内での集団発生は、大きな健康被害につながる可能性がある

［感染対策委員会の役割］
・施設内感染対策指針の作成、運用
・職員に対する教育
・感染が発生した場合の対応　など
※中小規模の施設であっても、組織や体制を必ず作る
※感染対策委員会は、医療事故防止委員会と併設して
　も構わない

施設の職員一人一人が重要人物であるという
自覚を持つことが最も大切
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7

感染源の正しい処理

関連機関との連携

感染経路を断つことが不可欠
●咳・痰などの分泌物に触れるときには手袋を着用し、また、触れた後は手袋を
外し、流水と石鹸による手洗い、およびアルコール消毒薬による手指消毒

●咳・発熱などの症状がある患者への対応では、患者に「咳エチケット」として
マスクをつけることをお願いするとともに、職員もマスクを正しく装着

高齢者介護施設では、しっかりとした連携が重要
●施設内でインフルエンザ患者が発生したときには、次のような関連機関に
報告し、対応の相談、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとる

　　　・嘱託医、協力医療機関の医師
　　　・保健所
　　　・地域の中核病院の感染管理担当の医師や看護師

●職員への周知、家族、利用者や関連機関への情報提供

●新型インフルエンザが発生した場合も、同じような対応が求められるが、より早
く行動することが必要であり、日頃からの実践が大切

インフルエンザの感染拡大予防として
大切な「咳エチケット」とは
どのような行為でしょうか？

Q2

答えは…

イ ン フ ル エ ン ザ

CHECK !CHECK !

33チャプターチャプター

6

状況の把握方法

発生状況の正しい把握

●高齢者と職員の健康状態や症状の
有無などを、発生した日時、階および
部屋ごとにまとめ、併せて、受診状況
と診断名、治療の内容も記録する

施設内で広げない、地域へ持ち出さない
●施設内で広げないよう、また、施設から地域へウイルスを持ち出さないよう
あらゆる経路を断ち切るための対策を強化

●感染拡大を防ぐ • 咳エチケット 
　基本の対策 • 感染患者の隔離

• 換気

●職員の感染対策 • マスクの装着
• こまめな手洗い
• 感染患者とは

　　　　　　　　　  職員も極力接触をさける

●高齢者介護施設では、共同利用場所での接触機会もあるため、人が多く集まる
場所での活動の一時停止を検討するなど、感染拡大防止策を実践、徹底する
ことが必要

●施設内でインフルエンザの流行が広がった場合、面会者・利用者には状況を
説明し、訪問時には十分な注意を促したり、施設の判断によっては訪問を控えて
もらうことも必要となる

感染拡大の防止

CHECK !CHECK !

33チャプターチャプター
複数のインフルエンザ患者が
発生した際の緊急対応
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＜新型インフルエンザ等対策ガイドライン＞

別紙

施設使用制限の要請等の対象であるａ、ｂの施設一覧

施設の種類 根拠規定

ａ 学校（ｂに掲げるものを除く。）

（略）

ｂ 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。）

1 生活介護事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項

2 短期入所事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項

3 重度障害者等包括支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第9項

4 自立訓練（機能訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

5 自立訓練（生活訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

6 就労移行支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項

7 就労継続支援（Ａ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

8 就労継続支援（Ｂ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

9 児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第2項

10 医療型児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第3項

11 放課後等デイサービスを行う施設 児童福祉法第6条の2第4項

12 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号

13 身体障害者福祉センター 身体障害者福祉法第31条

14 盲人ホーム 昭和37年2月27日付社発第109号厚生省社会局長通知別紙「盲人ホーム運営要綱」

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項、平成18年8月
15 日中一時支援事業を行う施設 1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害府県福祉部長通知別紙「地域生活支援

事業実施要綱」

16 通所介護を行う施設 介護保険法第8条第7項

17 通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条第8項

18 短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条第9項

19 短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条第10項

20 特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第11項

21 認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条第17項

22 小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条第18項

23 認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第19項

24 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第20項

25 複合型サービスを行う施設 介護保険法第8条第22項

26 介護予防通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第7項

27 介護予防通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条の2第8項

28 介護予防短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条の2第9項

29 介護予防短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条の2第10項

30 介護予防認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第15項

31 介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条の2第16項

32 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条の2第17項

33 地域支援事業を行う施設 介護保険法第115条の45

34 老人デイサービス事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第3項

35 老人短期入所事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第4項

36 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第5項

37 複合型サービス福祉事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第7項

38 老人デイサービスセンター 老人福祉法第20条の2の2

39 老人短期入所施設 老人福祉法第20条の3

生活保護法第38条第5項
40 授産施設

社会福祉法第2条第2項第7号

41 ホームレス自立支援センター ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条

42 放課後児童健全育成事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第2項

43 保育所 児童福祉法第39条

44 児童館 児童福祉法第40条

45 認可外保育所 児童福祉法第59条の2

46 母子健康センター 母子保健法第22条
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事   務   連   絡 

 平成 28 年１月７日 

都道府県 

各 指定都市 民生主管課 御中 

中 核 市 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガ

イドライン」及び「作成例「新型インフルエンザ等発生時における業務継続

計画（モデル）」」について

今般、平成 26 年度セーフティネット支援対策等事業費補助金事業の一環と

して、株式会社インターリスク総研が作成した「社会福祉施設・事業所にお

ける新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン」及び「作成例「新

型インフルエンザ等発生時における業務継続計画（モデル）」」等を、厚生労

働省のホームページに掲載しましたので、新型インフルエンザ等の発生時に

おけるサービス提供の継続や利用者・職員の安全確保の観点から、各社会福

祉施設等における業務継続計画（「新型インフルエンザ等の発生時において業

務を継続的に実施するための計画」）の作成に活用いただけるよう、貴管内の

市区町村、社会福祉施設等に対する周知について、ご協力いただきますよう

お願いいたします。 

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）の

施行により、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（平成 25 年厚生労働省告示第 369

号）に定める社会保険・社会福祉・介護事業における特定接種に係る登録事

業者の登録が今後開始されることとなります（今年度中を予定）。 

同法に定める特定接種の登録事業者となるために社会福祉施設等の事業者

が申請する際には、業務継続計画の作成が必要となることを申し添えます。

・「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続

ガイドライン」など 

(URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html) 
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介護サービス事業者等の皆さまへ 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 
特定接種の登録申請をお願いします 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２８条に基づき、新型インフルエンザ等が発

生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う

事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者と

なるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。 

１．特定接種とは 

今回登録を開始するのは、下記の事業です。 

サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉事業所 

介護分野について、具体的な対象サービスは以下のとおりです。 

２．登録対象となる事業者は 

要介護３以上の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の

影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所 

対象サービス システム入力上の分類 

（事業の種類の細目①） 

介護老人福祉施設 
介護保険施設 

介護老人保健施設 

訪問介護 

指定居宅サービス事業 訪問入浴介護 

特定施設入居者生活介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

指定地域密着型サービス事業 

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設 

養護老人ホーム 
老人福祉施設 

軽費老人ホーム 

有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護を

除く） 
有料老人ホーム 

対象：介護老人福祉施設、介護老人保健施設事業の種類の細目①【介護保険施設】

事業の種類の細目①【指定居宅サービス事業】

対象：訪問介護、訪問入浴介護、特定施設入居者生活介護
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【問い合わせ先】岡山県長寿社会課事業者指導班 電話０８６－２２６－７３２５ 

特定接種の登録を希望する事業者は、特定接種管理システム上で登録申請書に必要事

項の入力をお願いします。 

＜特定接種管理システム＞ 

 https://tokuteisessyu.jp/Vaccine2/login.jsp 
＜登録スケジュール＞ 

○申請受付開始 平成２８年１０月１４日（金）

○申請受付締切 平成２９年３月１７日（金）

４．登録方法は 

※登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。 

※登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安

定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。 

※なお、実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後

に政府対策本部において決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けた場合

においても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありませんので、ご承知お

きください。 

※現在要介護３以上の利用者がいない事業所であっても、新型インフルエンザ等が発生

した時点で要介護３以上の利用者がいることが想定される事業所は対象となります。 

接種の対象となりえるのは、下記の業務に従事している方です。事業所ごとの接種対

象者数として、対象業務の従業者数を登録申請書にて申請ください。 

３．接種の対象者は 

介護職員、保健師、看護師、准看護師若しくは理学療法士等又は施設長等その他の

意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務 
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事 務 連 絡 

平成 28 年 11 月 22 日 

都 道 府 県 

各  保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

特  別  区 

厚生労働省 

健 康 局 結 核 感 染 症 課 

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課 

感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について 

 感染性胃腸炎の患者発生は、例年、12 月の中旬頃にピークとなる傾向があり

ます。この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特に集団発生例の多くは、ノ

ロウイルスによるものであると推測されており（※１）、ノロウイルスによる感

染性胃腸炎や食中毒の発生動向には注意が必要となります。 

つきましては、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え、

「ノロウイルスに関する Q&A」（平成 16 年２月４日作成 ※２）及び「ノロウイ

ルス等の食中毒予防のための適切な手洗い（動画）」（※３）等を参考に、手洗

いの徹底、糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるようお願

いします。 

また、これまで感染者が食品の調理に従事することによる食中毒も多発して

いることから、平成 19年 10月 12日付け医薬食品局食品安全部長通知「ノロウ

イルス食中毒対策について」等を参考にノロウイルスによる食中毒の発生防止

対策にも留意願います。 

「参考」 

（※１）ノロウイルス等検出状況 2016/17シーズン 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html  

（※２）ノロウイルスに関する Q&A（最終改定：平成 28年 11月 18 日） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/s

hokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html 

（※３）ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い（動画） 

http://www.youtube.com/watch?v=z7ifN95YVdM&feature=youtu.be 
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 事 務 連 絡 

平成 28 年 12 月 21 日 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

   特  別  区 

厚生労働省 

健 康 局 結 核 感 染 症 課 

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課 

感染性胃腸炎の流行状況を踏まえたノロウイルスの一層の感染予防対策の啓発について 

ノロウイルスの感染及び食中毒の予防については、平成28年11月22日付け事務連

絡「感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について」において、啓発や指

導等を行っていただくよう依頼しました。 

直近の第49週（12月5日～12月11日）において、本シーズンの感染症発生動向調

査における感染性胃腸炎患者の報告数は、直近５年間で最も流行した平成24年のピー

ク時に迫る水準となっています（一部の自治体で検出された多くのノロウイルスは過去

に流行したGII.2の変異株であることが判明しています。）。 

つきましては、ノロウイルスの感染や食中毒の予防の観点から、引き続き「ノロウイ

ルスに関するQ&A」（最終改定：平成28年11月18日）、「ノロウイルス等の食中毒予防

のための適切な手洗い（動画）」等を参考に、手洗いの徹底、糞便・吐物の適切な処理

等、より一層の感染予防対策の啓発に努めるようお願いします。  

加えて、これまで感染者が食品の調理に従事することによる食中毒も多発しているこ

とから、従事者の健康状態の確認を徹底するとともに、体調不良者については食品の調

理に従事しないよう引き続き指導方よろしくお願いします。  

なお、現在、流行が確認されているノロウイルスGII.2変異株については、現在市中

で使用されているノロウイルス迅速診断検査キット（イムノクロマト法を用いたキット）

では、他の株より更に感度が低い可能性があることが、国立感染症研究所より指摘され

ています。ノロウイルスによる感染の疑いがある場合は、検査結果に関わらず感染防止

対策等に努めていただくことをご留意願います。 

「参考」  

（※１）ノロウイルス等検出状況 2016/17シーズン 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html  
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（※２）宮城県内で流行しているノロウイルス（NoV）の遺伝子型について 

 http://www.nih.go.jp/niid/ja/norovirus-m/norovirus-iasrs/6921-443p03.html 

（※３）ノロウイルスに関するQ&A 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuch

u/kanren/yobou/040204-1.html 

（※４）ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い（動画） 

http://www.youtube.com/watch?v=z7ifN95YVdM&feature=youtu.be 
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健  第 ７４９ 号 

平成２８年８月２６日 
保 健 福 祉 課 長 
医療推進課長 
長寿社会課長 
障 害 福 祉 課 長 殿 
生 活 衛 生 課 長 
子ども未来課長 
医薬安全課長

健康推進課長 

（公印省略） 

「腸管出血性大腸菌感染症注意報」の発令について 

最近、腸管出血性大腸菌感染症の発生が頻発しており、今後も発生が続く可能性があるこ

とから、広く県民に注意を呼びかけるため、８月２６日に「腸管出血性大腸菌感染症注意報」

を発令しました。 

ついては、貴課関係機関においても、当感染症の発生防止及びまん延防止のための措置が

十分講じられるよう御配慮をお願いします。 

なお、市町村等に周知を図るよう保健所に依頼しています。 

記 

主な周知内容 

○ 予防方法

・調理前、食事前、用便後、動物を触った後等は手をよく洗いましょう。

・台所は清潔に保ち、まな板、ふきん等の調理器具は十分に洗浄消毒をしましょう。

・生鮮食品や調理後の食品を保存するときは、冷蔵庫（１０℃以下）で保管し、早めに

食べましょう。 

・食肉など加熱して食べる食品は、中心部まで火を通すとともに、焼き肉などの際は生

肉を扱うはし
・ ・

と食べるはし
・ ・

を別々にしましょう。 

・また、乳幼児や高齢者等、抵抗力の弱い人は、生で肉を食べないようにしましょう。 

○ 気になる症状があるときは、医師の診断を受けましょう。

・主な初期症状は「腹痛」、「下痢」などで、更に進むと水様性血便になります。

○ 患者が発生した場合の対応

・二次感染を防止するため、患者の便に触れた場合は、手をよく洗い消毒をしましょう。

・患者が入浴をする場合は、シャワーのみにするか、最後に入浴するなどしましょう。

・患児が家庭用ビニールプールで水浴びをする場合、他の幼児とは一緒に入らないよう

にしましょう。 

・ 患者が衛生に配慮をすれば、二次感染は防止できますので、外出の制限等は必要あり

ません。 

＊健康推進課ホームページ 

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=36 

＊感染症情報センターホームページ 

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=91998 
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平成２８年８月２６日  
 

 

 

 
 

「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発令します 

 
最近、腸管出血性大腸菌感染症の発生が増加しており、今後もこの傾向が続く可能性

があることから、県では、本日、「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を県下全域に発令

し、県民への注意喚起を図ることとしました。 
当該感染症は、８月１日から患者等の数が１０人にのぼり、例年、発生数の増加する

時期を迎えたことから、予防方法等の注意を呼びかけるものです。 
また、注意報発令後、直ちに当該感染症の発生防止及びまん延防止のため、県民に向

け次の内容について、県内の保健所及び関係機関を通じて積極的に周知することとし

ています。 

 
記 

 
１ 県民への普及啓発 

・関係機関への周知及びチラシの作成・配布 
 （周知及び配布先） 

保健所、市町村、教育機関、食品関係従事者等 
（作成部数） 
約５０，０００部 

  ・県の HP 等広報媒体による普及啓発 
・市町村広報誌への掲載依頼 
・公用車用のマグネットシートによる街頭啓発 

 

 

２ 主な周知内容 

（１） 予防方法 

・調理前、食事前、用便後、動物を触った後は手をよく洗いましょう。 
・台所は清潔に保ち、まな板、ふきん等の調理器具は十分に洗浄消毒をしましょう。 

課名 健康推進課 
担当 芦田 
内線 2717 
直通 226-7331 
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二次医療圏 保健所 区域
備前保健所 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町
備前保健所東備支所 備前市、赤磐市、和気町
岡山市保健所 岡山市
備中保健所 総社市、早島町
備中保健所井笠支所 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町
倉敷市保健所 倉敷市
備北保健所 高梁市
備北保健所新見支所 新見市

真　　　庭 真庭保健所 真庭市、新庄村
美作保健所 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町
美作保健所勝英支所 美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村

県南東部

県南西部

高梁・新見

津山・英田

・生鮮食品や調理後の食品を保存するときは、冷蔵庫（１０℃以下）で保管し、早

めに食べましょう。 

・食肉など加熱して食べる食品は、中心部まで火を通すとともに、焼き肉などの際

は生肉を扱うはし
・ ・

と食べるはし
・ ・

を別々にしましょう。 
・乳幼児や高齢者等、抵抗力の弱い人は、生で肉を食べないようにしましょう。 

 
（２）気になる症状があるときは、医師の診断を受けましょう。 

・主な初期症状は、「腹痛」、「下痢」などで更に進むと水様性血便になります。 

 
（３）患者からの二次感染に気をつけましょう。 

・二次感染を防止するため、患者の便に触れた場合は、手をよく洗い消毒をしまし

ょう。 
・患者が入浴する場合は、シャワーのみにするか最後に入浴するなどしましょう。 
・患児が家庭用ビニールプールで水浴びをする場合、他の幼児とは一緒に入らない

ようにしましょう。 
・なお、患者が衛生に配慮をすれば、二次感染は防止できますので、外出の制限等

は必要ありません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 

【岡山県内の感染症情報】 

健康推進課 

 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/36/ 

岡山県感染症情報センター 

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/309/ 

岡山県感染症情報メールマガジン（毎週金曜日に感染症情報を配信します。）

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-97672.html 
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○月別患者等発生数 H28. 8. 26

男 女 合計

１ 月 1 1

２ 月 1 1

３ 月 0

４ 月 2 3 5

５ 月 1 1 2

６ 月 3 3

７ 月 3 2 5

８ 月 4 6 10

９ 月 0

１ ０ 月 0

１ １ 月 0

１ ２ 月 0

計 12 15 27

男 女 合計

０ ～９ 歳 2 2

１ ０ ～１ ９ 歳 1 1 2

２ ０ ～２ ９ 歳 6 3 9

３ ０ ～３ ９ 歳 1 1 2

４ ０ ～４ ９ 歳 1 5 6

５ ０ ～５ ９ 歳 2 2

６ ０ ～６ ９ 歳 3 3

７ ０ ～７ ９ 歳 0

８ ０ 歳～ 1 1

計 12 15 27

男 女 合計

Ｏ１ 0

Ｏ６ 0

Ｏ２ ６ 2 4 6

Ｏ７ ４ 0

Ｏ９ １ 1 1

Ｏ１ ０ ３ 2 2

Ｏ１ １ １ 0

Ｏ１ １ ９ 0

Ｏ１ １ ５ 0

Ｏ１ ２ １ 0

Ｏ１ ４ ５ 0

Ｏ１ ４ ６ 0

Ｏ１ ５ ７ 9 5 14

Ｏ１ ６ ５ 0

ＯＵ Ｔ 0

不明 1 3 4

計 12 15 27

腸管出血性大腸菌患者等発生状況の推移　

○年齢別累積患者等数

○腸管出血性大腸菌種類別患者等数
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腸管出血性大腸菌感染症発生状況

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 備考

H8 8 5 7 2 3 25

H9 1 2 1 5 5 94 8 4 6 1 6 1 134 集団発生：6月 89人

H10 3 0 0 0 3 6 24 28 14 9 3 2 92 集団発生：8月 13人

H11 33 6 2 10 3 13 16 12 12 7 2 0 116 集団発生：30人（1月 28人、2月 2人）

H12 0 1 1 6 2 11 18 16 18 24 1 0 98 H12から要領施行

H13 0 2 2 2 8 9 20 16 12 8 1 2 82 8月8日注意報発令

H14 5 2 0 8 24 4 11 14 6 8 12 1 95 5月15日注意報発令

H15 2 0 4 2 7 20 34 14 10 1 13 0 107 6月19日注意報発令、7月18日警報発令、11月28日注意報発令

H16 0 0 2 19 41 30 15 51 16 11 4 5 194 4月16日注意報発令、8月11日警報発令、集団発生：29人（5月 21人、6月 8人）

H17 0 1 6 6 12 13 24 34 11 15 10 2 134 5月25日注意報発令、9月2日警報発令

H18 5 4 5 5 3 15 13 43 21 6 12 0 132 6月19日注意報発令、8月28日警報発令

H19 3 0 4 4 9 8 17 22 19 21 3 2 112 7月9日注意報発令

H20 6 0 0 6 8 6 12 34 20 20 4 1 117 6月10日注意報発令、9月2日警報発令(H21.1.20解除）　集団発生（倉敷市8月4名）

H21 0 0 1 2 8 17 44 17 10 11 4 2 116 6月18日注意報発令、7月24日警報発令(H22.1.28解除）

H22 3 1 2 1 3 12 8 10 16 9 1 0 66 6月29日注意報発令(H23.1.20解除)

H23 2 5 0 0 3 14 11 11 12 5 1 3 67 6月23日注意報発令(H23.12.8解除)

H24 2 1 0 0 1 11 7 115 11 8 0 13 169 6月28日注意報発令、8月7日警報発令(H25.3.5解除)、集団発生（倉敷市7、8月105名）

H25 2 0 2 3 6 8 15 19 12 6 9 5 87 7月10日注意報発令(H26.2.5解除)

H26 2 0 1 1 6 6 30 14 2 8 0 2 72 7月9日注意報発令、8月1日警報発令(H27.1.9解除）

H27 2 0 0 2 0 6 7 27 14 2 3 0 63 8月6日注意報発令(H27.12.8解除）、集団発生（倉敷市8月12人）

H28 1 1 0 5 2 3 5 10 8月26日注意報発令

過去５年計 10 6 3 6 16 45 70 186 51 29 13 23

平均 2.0 1.2 0.6 1.2 3.2 9.0 14.0 37.2 10.2 5.8 2.6 4.6 91.6
※平成８年８月６日　伝染病予防法：指定伝染病　　平成１１年４月１日　感染症法：３類感染症
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予防方法 「岡山県マスコット ももっち」

◎調理前、食事前、用便後、動物を触った後等は手をよく洗いましょう。

◎台所は清潔に保ち、まな板、ふきん等の調理器具は十分に洗浄消毒しましょう。

◎生鮮食品や調理後の食品を保存するときは冷蔵庫（１０℃以下）で保管し、早めに食べましょ

う。

◎食肉など加熱して食べる食品は、中心部まで火を通すとともに、焼き肉などの際は、生肉を

扱うはしと食べるはしを別々にしましょう。
．． ．．

◎また、乳幼児や高齢者等、抵抗力の弱い人は、生で肉を食べないようにしましょう。

気になる症状があるときは、早めに医師の診断を受けましょう。
◎主な初期症状は、「腹痛」、「下痢」などで、更に進むと水様性血便になります。

患者からの二次感染に気をつけましょう。
◎二次感染を防止するため、患者の便に触れた場合は、手をよく洗い消毒しましょう。

◎患者が入浴をする場合は、シャワーのみにするか、最後に入浴するなどしましょう。

◎患児が家庭用ビニールプールで水浴びをする場合、他の幼児とは一緒に入らないようにしま

しょう。

◎なお、患者が衛生に配慮すれば、二次感染は防止できますので、外出の制限等は必要あり

ません。
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「腸管出血性大腸菌」とは

大腸菌の多くは、人や動物の腸内に住んでいて、一般的には病気の原因になるこ

とはありません。

しかし、Ｏ157に代表される腸管出血性大腸菌は、腹痛や血便などの症状を起こす

だけでなく、乳幼児や高齢者では、貧血や尿毒症を併発して、命にかかわることもあ

ります。この菌は、牛などの家畜の腸管にいることがあり、そのふん便がさまざまな

経路で食品や水等を汚染することが感染の原因につながると考えられています。

また、患者さんの便を介して、人から人に感染したり、食品を不衛生に取り扱ったた

めに、食品から食品へ菌が移ってしまい、感染が広がることがあります。

電話相談窓口（岡山県内の保健所）

名 称 所 在 地 電 話

備前保健所 岡山市中区古京町１－１－１７ ０８６-２７２-３９３４

岡山市保健所 岡山市北区鹿田町１－１－１ ０８６-８０３-１２６２

備前保健所東備支所 和気郡和気町和気４８７－２ ０８６９-９２-５１８０

備中保健所 倉敷市羽島１０８３ ０８６-４３４-７０２４

倉敷市保健所 倉敷市笹沖１７０ ０８６-４３４-９８１０

備中保健所井笠支所 笠岡市六番町２－５ ０８６５-６９-１６７５

備北保健所 高梁市落合町近似２８６－１ ０８６６-２１-２８３６

備北保健所新見支所 新見市高尾２４００ ０８６７-７２-５６９１

真庭保健所 真庭市勝山５９１ ０８６７-４４-２９９０

美作保健所 津山市椿高下１１４ ０８６８-２３-０１６３

美作保健所勝英支所 美作市入田２９１－２ ０８６８-７３-４０５４

岡山県健康推進課ホームページ

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/36/

岡山県感染症情報センターホームページ
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/309/

H28.8
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腸管出血性大腸菌感染症注意報・警報の取扱い

感染症名

種　　別 注意報 警　報

目　　的

基　　準

「頻発している状況」
・月曜日から日曜日までの７日間を１
週間とし、二次医療圏において３週連
続して患者が発生した場合
・暦の月に１０人以上の患者等が発生
した場合
・暦の月ごとに過去の発生と比較して
著しく多くの患者等が発生していると
認められる場合

重症例の多発や集団感染等、特に緊急
に注意喚起が必要なとき
・暦の月に３０人以上の患者等が発生
した場合

発令区域

専門家の
意見聴取

発令内容
手洗いの励行及び食品の加熱等を呼び
かける。

注意報よりさらに強く予防及び早期受
診を呼びかける。

解除基準

（平成２３年度　岡山県感染症対策委員会定め）

腸管出血性大腸菌感染症

県民の注意を喚起することで、予防及びまん延防止を図る。
（広く県民に周知をはかることで当該感染症の予防及びまん延防止を図る）

二次医療圏あるいは県下全域

感染症対策委員会 結核・感染症発生動向調査部会に意見を聴取した上で発令
する。
感染症対策委員会 結核・感染症発生動向調査部会には、当該感染症の発生時
期、発生場所、病原体の種類等を勘案した上で、発令の必要性や発令区域等に
ついての意見をいただく。
なお、急を要する場合には、部会長の意見をもって変えることができる。

月の発生件数が２ヶ月連続して５人以下の場合
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健衛発０３３１第７号

平成２７年３月３１日

都道府県

各 政令市 衛生主管部（局）長 殿

特別区

厚生労働省健康局生活衛生課長

（ 公 印 省 略 ）

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について

公衆浴場業及び旅館業におけるレジオネラ症の防止対策については、「公衆

浴場における衛生等管理要領等について」（平成12年12月15日付け生衛発第181

1号厚生省生活衛生局長通知。以下「管理要領等」という。）を踏まえ、循環式

浴槽をはじめとする公衆浴場等の施設設備における具体的な管理方法を「循環

式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」（平成13年９月11

日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知としてお示ししている

ところです。

今般、厚生労働科学研究で最新の知見等が得られていること等を踏まえ、本

マニュアルを別添のとおり改正するので、貴管下の関係者へ周知方お願いいた

します。

なお、「遊泳用プールの衛生基準について」（平成19年５月28日付け健発第05

28003号厚生労働省健康局長通知）に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、

採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高

めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合にも、当該設備の

管理が上記マニュアルに準じて行われるよう、関係者への周知方併せてお願い

いたします。
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１３－(1) 医師及び歯科医師の資格確認

127



128


	集団指導資料【全サービス共通編】分割ダウンロード用３／４
	01 全体版
	12 感染症対策
	Copied Bookmark
	0305_P01-08
	0305_P02-03
	0305_P04-05
	0305_P06-07




	集団指導資料【全サービス共通編】分割ダウンロード用４／４
	01 全体版
	12 感染症対策
	Copied Bookmark
	Copied Bookmark
	
	プレス裏面




	13(1) 医師及び歯科医師の資格確認
	13(2) ケアマネ資格管理
	14 20170201164220
	15 介護保険最新情報Vol.565_0001
	161003（送付用）事務連絡・新旧.pdf
	160912【新旧】通知新旧.pdf


	16 特別地域加算及び中山間地域等加算対象地域一覧表_0001
	17 議書類_0001
	18 20170201092402
	19 介護集団指導資料（長寿課）_0001
	20 障害者差別解消法_0001
	21 岡山労働局_0001
	22 認知症研修体系
	23 担当窓口一覧_0001





